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ＷＴＯ農業交渉の流れ（ドーハ・ラウンド）
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（参考）枠組み合意、モダリティ合意、譲許表とは？交渉にのぞむ我が国の考え方

様 農

モダリティ交渉

モダリティ
合意

譲許表
作成

枠組み
合意

多様な農業の共存

・食料安全保障の確保

・農業の多面的な機能への配慮

関税削減等
の方式

個別の品目毎
の関税率等

・「一般品目」のほかに「重要品 ・重要品目の数は●％ ・品目A、品目Bを重要品目

基本的な概念
国内農業の

構造改革の推進
般品目」 要品

目」を設定
・重要品目は一般品目より低い
関税削減と関税割当の拡大の
組合せで市場アクセスの改善を
図る 等

（決定事項
の具体例）

要品目 数
・重要品目の関税削減率は

一般品目の■％
・関税割当の拡大幅は国内

消費量の▲％ 等

品目A、品目Bを重要品目
に指定

・品目Aの関税率を△％削減
・関税割当を◎トン拡大 等

輸出入国間の
バランスのとれた

貿易ルールの確立

途上国の開発
への貢献

①



枠組み合意（2004年７月）の内容（農業市場アクセス）

一般品目

税率

重要品目

税率

○％

削
減
幅
大 重要品目への配慮があって初めて最終

的な交渉のバランスは達成等と明記

関税削減と関税割当拡大の組合せ

○％

△％

的な交渉のバランスは達成等と明記

一般品目より緩やかな関税削減

異
な
る

○譲許税率から削減。
○階層の数､決め方､各階

層内の関税削減方式は
今後の交渉対象。

◇％削
減

取
扱
い

今後の交渉対象。

その後、2005年12月
の香港閣僚宣言にお

０％

減
幅
小

階層方式

関税割当拡大
の香港閣僚宣言にお
いて、４階層を採用す
ることが決定

階層方式

重要品目の選択
上限関税

•今後の交渉によって決めら
れる適切な数その役割を更に評価

上限関税

②



ＷＴＯ農業交渉の現状

交渉分野 論点 ラミー調停案（本年７月下旬）

※印は本年７月下旬の閣僚会合中に新たに
示された数字

一般品目

・設定しない
・100％超の高関税品目が残る場合に

日本・G10

EC、日本・G10

より低い削減率（※70%）

米国、途上国

米国、途上国

より高い削減率（※70％）

・最高階層の関税削減率
70％削減

上限関税

数

・100％超の高関税品目が残る場合に
は関税割当の追加拡大等が必要

基本的な数は4％ 、
条件付き 代償ありで２％追加

設定すべき。例外は代償
（関税割当拡大）が必要

日本・G10

設定しない、代償も不可

基本的な数と追加的な数をより少なく

豪州、ブラジル等

市場

アクセス

数 条件付き・代償ありで２％追加

重
要

関税削減率
（一般品目
との比較）

枠の拡大幅
（国内消費量

ベース）

基本的な数と追加的な数を
合わせて８％

より少なく
（※基本的な数4%、追加2%)

低関税
輸入枠

日本・G10、EC、（※米国）
より小さい拡大

（※削減率1/3の場合４％）

豪州、ブラジル等

より大きい拡大要
品
目

1/3 4％

1/2 言及なし
2/3 言及なし

輸入枠
の拡大

（※削減率1/3の場合４％）より大きい拡大

拡大幅の比例的縮減

日本

関税割当枠
（ＴＲＱ） 言及なし 日本・G10、EC豪州、ブラジル等

特別品目
（SP）

米国、豪州、タイ等
削減ゼロのラインに反対

G33

削減ゼロのラインは必須

①ＳＰの数：12%
②うち削減ゼロの数：5%まで
③平均削減率：11%

（ＴＲＱ）
新設

言及なし
認めない 認めるべき

途上国向け
特別セーフ

ガード

③平均削減率：11%

米国

追加関税後の税率がUR譲許税率を
超えることは認められない。
認められるとしてもトリガ レメディ

追加関税後の税率がUR譲許税
率を超えることは認められるべき

インド、中国追加関税後の税率＞ＵＲ譲許税率の場合
①トリガー:140%
②レメディー：現行譲許税率の15%又は15%
ポイントの大きい方を限度

国内支持 米国の水準 145億ドル （70％削減） 米国
（※150億ドル）

豪州、途上国
130億ドル以下

（SSM）
認められるとしてもトリガー、レメディ
を厳しくすべき（※トリガー水準140%）

（※インド；トリガー水準115%）③価格が下落していない場合は不可
④対象：タリフラインの２．５％まで

③



主要論点に関する主要国・グループの立場

○ これまで基本的には以下のような「三すくみ」の構図となっていたが、本年７月の閣僚会合

守り

○ れまで基本的には以下のような すくみ」の構図となっていたが、本年 月の閣僚会合
では新たな動き（※）も出てきたところ。

ＥＵ、日本、インド 現実的な削減、十分な「柔軟性」を。

高い野心、少ない「柔軟性」のみ。攻め
輸出国側

（米国、ブラジル、豪州）

※ ブラジルは、重要品目に係る関税割当の拡大に
ついて態度を軟化

農業
市場アクセス
（関税削減等）

ついて態度を軟化
（消費量の４％を受け入れ）。

（関税削減等）

農業
国内支持

非農産品市場
国内支持

（農業補助金削減）

農
アクセス（ＮＡＭＡ）

（鉱工業品等関税削減）

途上国
高いレベルの削減には市場アクセス
での成果が必要。

十分な柔軟性を。守り守り 米国

途 国
（特にブラジル、

インド）

※ 米国は態度を軟化
（１５０億ドルまで削減する用意）。

※ 主要な途上国が態度を軟化
（ＮＡＭＡ係数２０等を提示したラミー調停案
を受け入れ）。

攻め
攻め

米国以外 米国に更なる削減を要求。
先進国 高いレベルの削減。

※ ブラジルは態度を軟化（米国の削減に
ついては１４５億ドルで受け入れ）。

※ ラミー調停案を受け入れ。
（ただし、分野別については、米国は態度を硬化）

④



○ 本レポートは、ファルコナー農業交渉議長がその責任において議論の進捗状況を取りまとめ、貿易交渉
委員会（TNC）に報告したもの

議長「プログレス・レポート」（本年８月）の概要

委員会（TNC）に報告したもの。

○ 内容については、必ずしも各国の同意が得られたものではない。

本レポートの特徴
論 点 内 容

最高階層の関 ７０％とすることについてのG7注１及びグリ ンル ム注２での議論本レポ トの特徴

● 多くの論点について、妥結の基礎となる
ものがあったと評価。

他方 決定的に相違があった論点 議論

最高階層の関
税削減率

７０％とすることについてのG7注１及びグリーンルーム注２での議論
の内容が報告されていると記述。

上限関税 パラ７６（１００％を超える高関税が残る場合の代償措置）について、
G7及びグリーンルームでの議論の内容が報告されていると記述。

（上限関税について 言及なし ）他方、決定的に相違があった論点、議論
さえされなかった重要な論点が存在するこ
とについても言及。

● 最高階層の関税削減率 重要品目の数

（上限関税について、言及なし。）

重要品目の数 ４＋２という考え方を基礎としたG7及びグリーンルームでの議論
の内容が報告されていると記述。

Ｇ７以外で問題を抱える加盟国を含めた更なる議論の必要性に
ついて言及● 最高階層の関税削減率、重要品目の数

については、具体的な数値に言及。
一方で、他の主要論点については議長

のコメントを明記。

ついて言及。

重要品目の取扱い
（低関税輸入枠の
拡大）

先進国の重要品目の取扱いについて、言及なし。
（ラミー調停案にある国内消費量の４％拡大について言及なし。）

関税割当枠の 立場の違いを埋める新たな土台なし、ただし、二国間での議論は

● 交渉妥結の状況になるまでは、モダリテ
ィ案の改訂版を発出する考えがないことに
言及。

関税割当枠の
新設

立場の違いを埋める新たな土台なし、ただし、二国間での議論は
行われていたと記述。

特 別 セ ー フ
ガード（ＳＳＧ）

SSGの対象となる品目数を減らし、７年間で撤廃するというG7及
びグリーンルームでの議論の内容が報告されていると記述。

途上国向け特 譲許税率を超えることができる基準発動水準（トリガーレベル）に

● 結論として、途上国向け特別セーフガー
ド（ＳＳＭ）や、議論をしなかった論点（綿花
、関税割当の新設など）を含めすぐにでも
議論を開始すべきであるとし 高級事務 レ

途上国向け特
別セーフガード
（ＳＳＭ）

譲許税率を超えることができる基準発動水準（トリガ レ ル）に
ついての立場の相違をＧ７で埋めることができなかったことなどを
記述。

輸出規制に関
する規律

加盟国に受け入れられ得る調整を加えたテキストが存在すると信
じていると記述。

⑤

議論を開始すべきであるとし、高級事務 レ
ベルによる集中的な議論のために議長とし
ても努力を続ける用意があると記述。

国内支持 米国の貿易歪曲的国内支持（ＯＴＤＳ）について現行テキストの幅
の中間とすることについて議論の内容が報告されていると記述。

（注１）G7；本年7月のWTO閣僚会合で少数国会合に参加した７カ国。日本、米国、EU、豪州、ブラジル、インド、中国。
（注２）グリーンルーム；非公式な少数国会合のこと。上記の閣僚会合においては、30数ヶ国程度が参加。



ＷＴＯ農業交渉で「多様な農業の共存」を実現するために必要なこと

現状と課題
枠組み合意
（2004年7月）

輸出国等の主張

○我が国農産物の多くは

低関税
すべての高関税を一掃

する上限関税については
工業品に上限があるのに

農産物にないのはおかしい

関
税
の○コメ、乳製品など一部に

100％超の高い枠外関税
（ウルグアイ・ラウンドで内外価格

差を関税化） 関税削減の方法を

する上限関税については

「役割を評価」
農産物にないのはおかしい。

毅
然
と
し

の
大
幅
削
減差を関税化）

できるだけ一般品目を多く。

重要品目は絞り込むべき
①高関税の品目ほど大幅

な削減を行う「 般品目

関税削減の方法を

次の二つに分ける
し
て
対
応

減
を
求
め

枠外関税が一種の防波堤

となり、国内生産はこれを

前提として営まれている

重要品目は絞り込むべき。な削減を行う「一般品目」

②大幅削減が無理な品目

について

す
る
必
要

る
輸
出
国

（輸入は関税割当枠の範囲内） 関税割当枠の拡大は

できるだけ大きくすべき。

について

－小幅の関税削減と

－関税割当枠の拡大

を組み合せる「重要品目」

要国
と
対
立

（Sensitive Products）

⑥



我が国のＷＴＯ農業交渉に臨む基本方針

１．上限関税の導入絶対阻止上限関税の導入絶対阻止

２ 重要品目の十分な数の確保２．重要品目の十分な数の確保

３．重要品目の柔軟性の確保

ＥＵ Ｇ10 輸入途上国などとの幅広い連携 国内支持など「攻め の材料の効果的活用

「多様な農業の共存 の実現

ＥＵ、Ｇ10、輸入途上国などとの幅広い連携 国内支持など「攻め」の材料の効果的活用

「多様な農業の共存」の実現
⑦



高い枠外関税は防波堤

交渉上のリスク現 状

価格 価格 関税の大幅削減
（ 般品目 上限関税）

交渉上のリスク現 状

（一般品目、上限関税）

防波堤機能が崩れ、
無尽蔵に輸入が増加

国内価格

枠

国内価格

（
輸

無尽蔵に輸入が増加
するおそれ

枠
外
関
税

枠
内
関

重要品目については
関税割当枠を拡大

輸
入
の
防
波
堤

国際価格

関
税

国際価格

） 拡大分だけ輸入機会は増加

輸入量関税割当枠 輸入量税
（一定の輸入機会を保証）

⑧



農業交渉議長 る農業交渉議長 る農業交渉議長による農業交渉議長による
再改訂テキストの概要再改訂テキストの概要再改訂テキストの概要再改訂テキストの概要

（平成（平成2020年年77月月1010日発出）日発出）



ＷＴＯ交渉における市場アクセス改善案

関税割当枠の拡大幅関税削減
総タリフライン数

（国内消費量に占める割合）
関税削減に占める割合

（７５％以上の関税率の品目の場合）

な し66～73％の削減92～96％一般品目

４～６％１/３の削減３
パ

一般品目の

３．５～５．５％

削減

１/２の削減
４～８％重要品目

パ
タ
ー
ン
か
ら

３～５％２/３の削減
ら
選
択

※ 我が国は、大幅な関税
割当枠の拡大は受入不可と
主張

①



○ 階層方式に従って 現行関税率が高いものほど大きな削減

「市場アクセス」の内容（１）：一般品目

○ 階層方式に従って、現行関税率が高いものほど大きな削減。

すべての関税をすべての関税を
関税率の順に並べる

５００％
［６６～７３］％

＜関税削減率＞

５００％

削減前

１５０％

削減後＜境界＞

５００％

３００％ ３００％

７０％ ６４％

７５％

３００％

７０％

９０％

２５％

※年［１３～１５］％

７０％

１５％

１０％

６０％

４５％
５０％

６０％

４５％

２２％※年１３％

３０％
４５％ ３０％

１５％

５７％

２０％

４５％

３０％

１９％

１３％※年１１％

６０％
１０％ ５０％

１５％

１０％

８％

５％※年１０％

※５年間で均等削減 ※ 最高階層については削減率
の幅の中間値である７０％と仮定

②



○ 一般品目の関税削減を適用することが困難な品目については、重要品目として、一般品目

「市場アクセス」の内容（２）：重要品目

○ 般品目の関税削減を適用する 困難な品目 ては、重要品目 して、 般品目
より緩やかな関税削減と関税割当の拡大によって対応。

○ 我が国は、重要品目の数と取扱いの柔軟性が不十分と主張。

数 取扱い（原則）

１．全品目の[４]～[６]％

関税削減 関税割当枠の拡大幅

１．全品目の[４] [６]％

２．以下の場合は代償付きで[６]～[８]％

も可
一般品目の

１/３
国内消費量の

［4］～［6］％

一般品目の 国内消費量の

【例外１】

最高階層に属するタリフライン（関税の単位）

が30％以上の場合

一般品目の
/

国内消費量の

１/２ ［3.5］～［5.5］％

【例外２】

※ 我が国の場合は10％（134タリフライン）

のため適用なし

２/３ ［3］～［5］％
【例外２】

複数の関税の譲許が６桁の水準で行わ

れていることにより、重要品目の絶対数に

おいて不均衡な制約を受けている場合

※ 我が国は全タリフライン数の違いによる※ 我が国は全タリフライン数の違いによる

不公平是正を主張

③



○ 熱帯産品やタリフエスカレーションの対象品目については追加的な関税削減を行う。

「市場アクセス」の内容（３）：その他の追加的関税削減

対象品目 上乗せ関税削減の内容項 目

【飲料】 コーヒー 等

【香辛料】熱
帯
産

こしょう、とうがらし 等 ・税率25%以下：関税撤廃
・税率25%超：85%関税削減
重 指定

提案１
（より厳しい案）

関税削減の取扱い等

【植物油】

【果物】

産
品 パーム油 等

マンゴー、パパイヤ、
パッションフルーツ 等

・重要品目への指定不可

・税率10%未満：関税撤廃
・税率10%以上：最高階層の削減率

高階

（より厳しい案）

提案２
パッションフルーツ 等

※ 一部の国はコメ、砂糖を対象品目とすること

を主張 （我が国、EC、米国等は強く反対）

・最高階層：タリフ・エスカレーションによる
追加削減に2%上乗せ

タ
リ
フ
エ

【野菜】

【果物】

トマト ― トマトジュース 等

やし やし油 最高階層以外

加工品についての関税削減の取扱い

エ
ス
カ
レ
ー

【油脂植物】

ココやし ― やし油、
アンズ ― アンズ調製品 等

１段上の階層の削減率
最高階層以外

の場合

最高階層

の場合
最高階層の削減率＋６％削減ゴマ ― ゴマ油、

シ
ョ
ン ※重要品目は対象外

の場合マ マ油、
大豆 ― 大豆油 等

※ ﾀﾘﾌｴｽｶﾚｰｼｮﾝとは、原材料には低関税率が適用さ

れる一方、その加工品には高関税率が適用されること

④



○ 全品目の平均関税削減率が54％を下回った場合、54％以上となるように、削減率を全品目
で 定の割合増加させる

「市場アクセス」の内容（４）：先進国の平均削減率

で一定の割合増加させる。

100%

75%

平均削減率が
54％を下回っている

75%

50%

25%

削
減
率

54％平均値を
計算0%

品
目
Ａ

品
目
Ｂ

品
目
Ｃ

品
目
Ｈ

品
目
Ｇ

品
目
Ｆ

品
目
Ｄ

般品目の削減率

全品目の
平均削減率

54％＜※熱帯産品・タリフエスカ
レーションによる追加削減
分も 計算に含める重要品目の削減率

品
目
Ｅ

計算

一般品目の削減率

一定の割合で削減率を上乗せ

分も、計算に含める。重要品目の削減率

100%

75%

50%
削
減

平均削減率54％を達成

0%

50%

25%

減
率

品品品 品品品品

54％

品

平均値を
計算

目
Ａ

目
Ｂ

品
目
Ｃ

目
Ｈ

目
Ｇ

目
Ｆ

品
目
Ｄ

一般品目の削減率 重要品目の削減率

全品目の
平均削減率 54％≧

品
目
Ｅ

⑤



○ 上限関税は盛り込まれていない。

「市場アクセス」の内容（５）：関税削減後に高関税品目が残る場合の取扱い

○ 上限関税は盛り込まれていない。

○ 関税削減後、１００％を超える関税が残る重要品目については、関税割当枠拡大幅を更に追加拡大。

○ 関税削減後、１００％を超える関税が残る一般品目は、一定の代償付きで１～２％に限り認められる。

削減前

４００％
（一般品目）

削減後

超

○ 重要品目

３００％
（一般品目）

２００％
（重要品目）

１２０％

１３０％ １００％超

１００％を超える

関税が残る場合

当該品目の

関税割当を

追加拡大
（重要品目）

・

１５０％
（重要品目）

９０％

追加拡大
９８％

・ ○ 般品目

７０％

・
・
・

４５％

２５％

・
・

○ 一般品目

[１]～[２]％に限り
一定の代償

（一般品目）

３０％
（一般品目）

１０％

２５％

１３％

５％

[ ] [ ]％に限り

１００％を超える

関税が残る場合

・関税割当の追加

拡大

・短い実施期間

・追加削減
１０％

（一般品目）
５％

※ 一般品目の削減率は、最高階層では、幅の中間値である７０％と仮定。
重要品目の場合は一般品目の１/２の関税削減率と仮定。 ⑥

のいずれか。

※一般品目で１００％超の高関税が認められるのは、日本、
スイス、ノルウェー、アイスランドの４カ国。



○ ウルグアイ・ラウンドにおいて創設された特別セーフガード（SSG）は、先進国向けの措置で

その他の焦点（１）：途上国の市場アクセス

あるため、途上国の不満が大きく、今次ラウンドでは、途上国向け特別セーフガード（SSM)が
設定されることとなった。

○ 主要な論点は、追加関税後の税率がUR譲許税率を超えることが認められるか、認められる○ 要な論点 、追加関税後 税率 譲許税率を超 る 認 れる 、認 れる
場合の発動要件（トリガー）と追加関税（レメディ）をどのような水準とするか等。インド、インドネ
シア等は、より寛大な水準を主張する一方、米国は厳しく制限すべきと主張。

UR譲許税率

関税削減後 譲許税率

追
加
関
税
（

論点となっている
領域

関税削減後の譲許税率
（DDA譲許税率）

実行税率

（
レ
メ
デ
ィ
）

（議長案）

○ UR譲許税率を超える水準実行税率 ○ UR譲許税率を超える水準
現行譲許税率の１５％相当又は
従価税換算値で１５％ポイント
の大きい方

通常時
発動要件

（トリガー） 発動時

大き 方

○ ２～６品目

○ ２期連続の適用不可

⑦輸入数量が増大

輸入価格が下落
※ ＬＤＣ（後発開発途上国）、ＳＶＥ（小規模経済国）には、
より緩い制限を適用



○ 議長案では貿易に影響を与える補助金（貿易歪曲的国内支持）の総額を130～164億ドルの

その他の焦点（２）：国内支持（特に米国）

○ 議長案では貿易に影響を与える補助金（貿易歪曲的国内支持）の総額を130 164億ドルの
範囲に抑える提案が出されており、これを米国がのめるどうかが焦点。

○ このほか、議長案では米国の綿花補助金を厳しく批判するアフリカ諸国の案がそのまま
盛り込まれており これに米国が対案を出せるかどうかも焦点盛り込まれており、これに米国が対案を出せるかどうかも焦点。

［米国の貿易歪曲的国内支持］ [綿花に関する議長案（=アフリカ諸国の案）
パ

250

（億ドル）

議長案：130～164億ドル以下に制限 米国報告値

（2005年）

議長案

の米国へのインパクト]
（億ドル）

150

200 181
189

（2005年）

AMS 16.2 1.4

青の政策 13.７ 3.4 ～ 3.7

100
102

青の政策 13.７
（CCP）

3.4 3.7

出典：ＡＭＳはＷＴＯへの通報値。CCPは議長テキスト付属書Ａの数値。
その他は議長案等に基づき我が国が行った試算値。

0

50
ＣＣＰ（価格変動対応型支払い）：作物ごとに目標価格を設定し、差額を

補填（2002年農業法に基づき導入）

2003 2004 2005

⑧



○ 輸出禁止・制限措置については、規律を強化する方向で議論が進んでいる。

その他の焦点（３）：「輸出規制」の内容

現行農業協定の内容 議長案の内容

・ 先進国とある食料の純輸出国である途上国に限り 先進国 途上国問わず規制対象・ 先進国とある食料の純輸出国である途上国に限り
規制対象（その他の途上国は対象外）

・ 通報の義務を強化（毎年更新 等）

・ 先進国、途上国問わず規制対象

・ 輸出禁止・制限措置を新設する国は、農業委員会
に実行可能な限り事前か 速やかに通報

・ 通報すれば、いつまででも輸出禁止・制限措置
を維持することが可能（実施期限の定めなし）

・ 現行の措置は撤廃

・ 新規の措置は原則１年以内

に実行可能な限り事前かつ速やかに通報

農産物の輸出禁止等の現状（2008年９月現在）

を維持する とが可能（実施期限の定めなし） 新規の措置は原則１年以内
（最長１８カ月）に撤廃

【中国】 コメ、小麦、大豆、
とうもろこし等

【セルビア】
小麦・小麦粉、とう
もろこし、大豆等

【キルギス】 小麦等

【ベトナム】コメ
【エジプト】コメ

【ネパール】コメ、小麦

【バングラデシュ】コメ【タンザニア】 【インド】

【ボリビア】

小麦・とうもろこし等

【ブラジル】コメ

【アルゼンチン】
とうもろこし、牛肉、

小麦・小麦粉
【インドネシア】コメ

【カンボジア】コメ

⑨

【 ングラデシ 】【タンザ ア】
食用作物

【パキスタン】小麦

【インド】
コメ、小麦、タマネギ



輸出規制に関する新提案について

参考

○ 輸入制限に関する規律の不公正

○ 平成２０年４月３０日のオープンエンド会合において我が国・スイス共同の新提案として説明

輸入制限 輸出制限

・ウルグアイ・ラウンドの結果、原則としてすべて関税化。 ・ 食料その他輸出国にとって不可欠の産品
例外として輸入制限を行っているのは、韓国、
フィリピンのコメのみ。

食料その他輸出国にとって不可欠の産品
の危機的な不足を防止し、又は緩和するため
に一時的に講ずる数量規制は容認。

現行農業協定の内容 新提案の内容

○ 我が国・スイス共同の新提案の概要

・ 通報を義務化。
・ 輸出禁止・制限措置を新設する国は、農業委員会

に実行可能な限り事前かつ速やかに通報。
（実際には全く通報されていない）

・ 輸出制限を行おうとする国の一方的判断で実施
可能 輸入国の要請により協議可能だが 協議の

（実際には全く通報されていない）

・ 協議の基準を明記 （輸入国への通常の食

・ 輸入国の要請により協議が行われる場合、
協議中は輸出規制の措置は発動不可。

可能。輸入国の要請により協議可能だが、協議の
基準はなし。

・ 協議の基準を明記。（輸入国への通常の食
料輸入や食料純輸入途上国への食料援助
の確保に配慮すべきこと）

⑩
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○我が国は、世界最大の食料純輸入国であり、食料自給率は３９％と主要先進国の中で最低水準。

我が国の農産物貿易を取り巻く状況

（１）主要国の農産物輸出入額（2004年）

415 19日本
(純輸入額)
（396億ドル）

輸出額（億ドル）輸入額（億ドル）

414

508

280
781

212
392

234
741

イギリス

ドイツ

中国

（396億ドル）
（202億ドル）

（116億ドル）
（46億ドル）

億ド781

51

599
45

741

71

639
209

ＥＵ

インド

米国

豪州

（40億ドル）

（-20億ドル）

（-40億ドル）

（-164億ドル）

（２）我が国及び諸外国の食料自給率・穀物自給率

45

36
209

272
豪州

ブラジル

（ 164億ドル）

（-236億ドル）

日本の食料自給率の推移237

145
128 122

150

（％）
各国の食料自給率(2003年度)

86
100

（％）

食料自給率（生産額ベース）128 122

49 46 40

70 62
84

50

100 73

39

62

86

68

40

60

80

食料自給率（カロリーベース）

0
27

0

20

1965 75 85 95 2006

穀物自給率
（飼料用を含む、重量ベース）

①※日本については、2007年度の数値



いろいろな食べ物の関税

小麦
食料自給率：13％
関税：55円／㎏

果物
食料自給率：39%

牛肉
食料自給率：43%

関税：38.5%
（ただし、５７４万トン分（現在の全消費

量の９２％）は低関税枠で輸入）

食料自給率 39%
りんごの関税：17%

メロン・いちごの関税率６％

野菜
食料自給率：79%

きゅうり、キャベツ、
トマトの関税：3%
玉ねぎの関税：8%

大豆
魚

食料自給率：59% 大豆
（納豆、みそ、豆腐

等の原料）
食料自給率5%

関税：0%

食料自給率
まぐろ・さけの関税：3.5%

※ 魚については農業交渉
とは別に議論されています。

ごはん（米）
食料自給率：94%
関税：341円／㎏

（別に、76万７千トン分（別に、 万７千トン分
（現在の全消費量の8.2％）

は低関税枠で輸入）

※ 食料自給率のデータは平成１８年度

②



我が国の高関税品目の例

○ 国土条件などにより 外国と国内で特に価格差が大きい メ 小麦 乳製品等 部の○ 国土条件などにより、外国と国内で特に価格差が大きいコメ、小麦、乳製品等一部の
品目は、高関税となっている。これは、前回のウルグアイラウンド交渉合意を踏まえ、内
外価格差に基づいて 従来の国境措置が関税化されたもの。

341円／kg

119円／kg
タピオカでん粉（583％）

g
（精米：778％）800%

55円／kg
（252％）

29.8％＋
985円／kg
（360％）

71 8円／k
39円／kg
（256％）

354円／kg
小豆（403％）

600%

（252％） 71.8円／kg
（305％）

21.3％＋
396円／kg
（218％）

（256％）
400%

200%

コメ 小麦 大麦 脱脂粉乳 バター でん粉 粗糖雑豆
0%

③



関税交渉の流れ

実
質

足かけ８年
＜ＵＲ交渉＞

農
業
交
渉

交
渉

枠
組

ド
ー
ハ

質
妥
結

渉
開
始

渉
妥
結
？

組
み
合
意

ハ
閣
僚
会
議

平均３６％
最低１５％ダブマプ

階層方式
平均５４％
削減最低

削減

日
本

議

ダ
ン
ケ
ル
事
務
局

ブ
レ
ア
ハ
ウ
ス
合

マ
ラ
ケ
シ
ュ
閣
僚

＜ドーハ交渉＞
足かけ８年

プ
ン
タ
・
デ
ル
・
エ 本

提
案

長
案改

訂
議
長
案

局
長
が
最
終
合
意

意
（
米
・
Ｅ
Ｃ
合
意

会
議
（交
渉
終
結

ス
テ
宣
言
（
ラ
ウ

ＵＲ実施期間
（６年間）

ドーハ実施期間
（５年間）

意
案
提
示

意
）

結
宣
言
）

ウ
ン
ド
開
始
）

85 86 87    88    89   90    91    92    93   94    95    96    97    98    99   00    01    02    03   04    05    06    07    08 09   10 11   12    13  14   15

④



ウルグアイ・ラウンドとドーハ・ラウンドの比較

ウルグアイ・ラウンド ドーハ・ラウンド

・平均関税削減率３６％ ・ 先進国の平均関税削減率５４％

（前ラウンドの１ ５倍）
関

・品目ごとに最低削減率１５％

（高関税でも１５％のみの削減を適用可）

（前ラウンドの１．５倍）

・ 高関税ほど高い削減率を義務付け

（現在７５％より上の関税は、７０％程度の

税
削
減

・輸入制限等を行っていた品目を関税化し、

（現在 より 関税 、 程度
削減）

重要品目に指定して上記の大幅な関税削低関税輸入枠（関税割当）を新設（コメのミ
ニマム・アクセス（現在７７万トン）等）

・ 重要品目に指定して上記の大幅な関税削
減をまぬがれる場合には、関税割当の拡大
を義務付け

低
関
税
輸

・コメ以外に輸入枠を拡大した品目は小麦
など限定的

輸
入
枠

⑤



ＷＴＯ農業交渉の主要国・グループ

(有力途上国グループ)

【輸入国】

Ｇ１０

(食料輸入国グループ) 農業の多
面的機能Ｇ１０

日本 スイス

ウ 韓国 等

Ｇ２０
面的機能
を重視

Ｇ３３

(途上国の特別扱いに

【
先

【途

ノルウェー 韓国 等

インド

中国

インドネシア、トルコ

等

(途 国の特別扱 に
関心が高いグループ)

EU
先
進
国
】

上
国
】ケアンズ・グループ

（食料輸出国グループ）

米国
ブラジル

カナダ

豪州米国 豪州
等

【輸出国】
⑥



○ 食料安全保障等の観点から、途上国が、一般品目の関税削減よりも緩やかな関税削減を

特別品目（ＳＰ）

食料安 保障等 観点 、途 国 、 般品目 関税削減 り 緩 な関税削減を
行うことが認められる品目のこと。インド、中国、インドネシア等が輸入国の立場で主張。

○ 米国、タイ等輸出国は、「特別品目」によって認められる例外の範囲を厳しく制限しようとして
いる。いる。

○ 選定基準（どの品目をSPに選定するか）

数

○ 議長案

選

数： どの程度認めるか

タリフラインの[１０～１８]％数

定
基
準

取扱い： 緩やかな関税
削減選定

○ 平均削減率 [１０～１４]％

○ 削減免除の部分

なし ／ タリ ラインの６％

関
税
削
減なし ／ タリフラインの６％減
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国内支持分野における議論（議長案の内容：主に先進国の場合）

注） 国内支持：農業生産者のために行われる助成のこと。特定の農産品に対して行われる補助金と農業
生産者一般のために行われる補助金（研究開発、基盤整備等）のほか、価格支持（価格保証）を含む

貿易歪曲的国内支持全体

ＵＲでの扱い

個々の区分の削減とは別に全体額を削減
（米国は［６６］ ［７３］％ 日本は[71] [79]％削減）

ドーハでの扱い

特段の規律はない

緑の政策

性 格

（米国は［６６］～［７３］％、日本は[71]～[79]％削減）

青の政策

性 格最も貿易歪曲的な国内支持

黄の政策（ＡＭＳ）

性 格

貿易歪曲性がないか最小限
・試験研究
・基盤整備 等

直接支払いのうち、特定の
要件を満たすもの
（「黄」と「緑」の中間段階と

の位置付け）

最 貿易 国 支持
(デミニミス、青、緑以外)

・市場価格支持
・不足払い 等

性 格

（農業協定に要件が詳細に
列挙されている）

の位置付け）

ＵＲでの扱い

生産制限の下での直接支
払いは削減対象外

ＵＲでの扱い 各国の1986-88年の実績を20％削減

ドーハでの扱い ・ＵＲ以上の大幅削減
（米国は［６０］％、

日本は[70]％削減）

ＵＲでの扱い

削減対象外
デミニミス

日本は[70]％削減）
・品目別の上限設定

（原則９５-００年の平均）

ドーハでの扱い

・生産を義務付けない直接支
払い（新青の政策）を青の政策
として追加

農業生産額の５％以下の国内助成
（生産全体に大きな影響は与えないと

いう位置付け）

性 格

として追加
・全体の上限を設定

（農業総生産額の２．５％）
・品目別の上限を設定

旧青：９５-００年の平均

ドーハでの扱い

削減対象外
（現行 枠組を基本的に維持）ＵＲでの扱い 削減対象外

ドーハでの扱い 少なくとも５０％の削減

旧青：９５ ００年の平均
新青：青の政策全体の上限を法

的に定められた品目別比
率で按分（１～２割の猶予）

（現行の枠組を基本的に維持）
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○ 最も貿易歪曲的な補助金（「黄」の政策）について、我が国は、農政改革により、既に、約束水準

各国の国内支持の水準

260,120
(億円)

農業総産出額
2000年約束水準
ＡＭＳ実績

の14％まで削減。他の政策についても利用額は米国、ＥＵより少額。

350,064

40,428
〔12％〕

82,900

(億円)ＡＭＳ実績

87,925

約束水準の46％
(54%削減)約束水準の68％約束水準の14％

〔12％〕

14,260
〔5％〕5,712

39,729

21,056

日本 (2006) 米国 (2005) ＥＵ (2003)

(54%削減)約束水準の68％
(32%削減)

約束水準の14％
(86%削減)

〔5％〕
〔7％〕

＜日本 米国及びＥＵにおける国内支持の実績値（億円）＞＜日本、米国及びＥＵにおける国内支持の実績値（億円）＞

日本（2006年） 米国（2005年） ＥＵ（2003年）

黄の政策（ＡＭＳ） 14,260 40,4285,712

緑の政策 79,170 28,89918,023

青の政策 0 32,444701

デミニミス 6,591 2,558376

注：〔 〕内の数値は農業総産出額に占める割合。WTO通報に基づく。

合計 100,021 〔38.5％〕 104,329 〔29.8％〕24,812 〔29.9％〕
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